
１　公の施設の概要

■ 有 □ 無

２　指定管理者

平成３０年度　公の施設の指定管理者による管理運営状況
所管課　都市計画局住宅室すまいまちづくり課

電話　 075(222)3635

公の施設の名称 京都市立崇仁第三浴場

所在地 京都市下京区下之町５６番地

ホームページアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000257620.html

設置年月 昭和５８年４月 利用料金制度

設置根拠
（法令，条例）

京都市立浴場条例

設置目的

京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町１１９番地の１

施設の概要 市民の保健衛生及び生活環境の改善向上を図るための施設。

指 定管 理 者の 名 称 都総合管理株式会社

市民の保健衛生及び生活環境の改善向上を図るため。

主たる事業所の所在地　

指 定 期 間 平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日（４年間）



３　指定管理者の業務の運営状況

(1)　事業概要

④市内中小企業への発注に対する考え方

(2)　施設の利用状況（施設の稼働率，利用者数，事業参加者数など）

指標①　利用者数（前年度の実績値を目標値とする。）

（人）

（人）

指標②　利用料収入（前年度の実績値を目標値とする。）

（円）

（円）

対前年度比

目標値

実績値

目標達成度 114.4% 108.2%

9,340,140 10,105,940

94.0% 94.2%

- 108.2% 94.0% 94.2%

9,496,290 8,947,340

9,496,290

93.0% 108.3% 93.4% 94.1%

対前年度比

目標達成度

23,002

23,002 24,901 23,248

24,901 23,248 21,865

目標値

３０年度

24,736

２８年度 ２９年度

①施設の管理運営

【施設の管理運営業務】
・施設を条例の設置目的に従って，利用に供する業務。
・施設（付属施設，付属設備及びその他の物品を含む。）の清掃，定期点検等の維持管理に関す
る業務。
・施設（付属施設，付属設備及びその他の物品を含む。）の小規模修繕等の保守及び安全管理に
関する業務。
・その他京都市が必要と認める業務。

【サービス向上の主な取組】＜指定管理者提案内容＞
・浴場が地域に愛され憩いの場所となるように清掃の重要性を周知徹底する。
・高齢者や障害のある方にとって利用しやすい浴場となるような取組を実施する。
・地域住民が集い，憩いの場所となるよう，浴場で事業を実施する。
・利用者からの苦情や意見を本社で集約し，管理運営に活用する。
・接遇マナー,防災講習等の研修を実施する。

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容

②事業実施

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容

③サービス提供状況

　浴場職員（ボイラー管理）　２名
　　　　　（番雑）　　　　　３名　　　計５名

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容

年　　　度

-

8,166,040 9,340,140 10,105,940

実績値

２７年度

108.3% 93.4% 94.1%

・全て市内中小企業に発注した。

（参考）自主事業内容



(3)　指定管理者の業務の収支状況 （単位：円）

①指定管理業務の収支状況

ア　収入状況

イ　支出状況

ウ　収支

②その他の業務の収支状況

イ　支出状況

ウ　収支

40,853,350 40,272,900

31,251,280 31,251,280

9,340,140 10,105,940 9,496,290 8,947,340

18,632,856 17,124,014

委託料

利用料金

収入計

対前年度比

30,631,520 31,251,280

40,030,010 41,420,900

- -

-

ア　収入状況

- - - -

-

-

- -

年　　度

対前年度比

３０年度２９年度２８年度２７年度

36,684,542 40,377,216

- 103.5% 98.6% 98.6%

15,943,331 16,060,432 15,602,010 14,710,509

15,868,457 15,785,163

900,143 6,569,892 6,557,292 6,245,892

1,208,212 622,878 242,560 207,160

38,270,319 36,948,724

- 110.1% 94.8% 96.5%

人件費

事業費

委託費

小額修繕費

その他

支出計

対前年度比

3,345,468 1,043,684 2,583,031 3,324,176収支

- 31.2% 247.5% 128.7%

- - - -

- - -

- - - -

-

- - - -

年　　度

委託料

補助金収入

自主事業

その他

収入計

対前年度比

- -

３０年度２９年度２８年度２７年度

- - - -

- -

- - - -

- -

- - -

- - - -

人件費

事業費

委託費

その他

支出計

対前年度比

- - - -収支

対前年度比 - - - -

その他 58,350 63,680 105,780 74,280



４　施設の利用者満足度の把握

①　利用者満足度の把握状況

②　利用者満足度把握の結果

③　意見等への主な対応状況

５　評価

①指定管理者

②本市

最も多い意見は設備の修繕に関するもの（シャワーの水漏れ等，福祉椅子の増設），次いで接遇や
応対に関する改善を求める意見が多く寄せられた。

利用者の皆様に周知が必要なものは貼紙を活用し改善内容をお知らせした。また，直接話をする機
会を設けるなど解決に向けての対策を行った。
研修，人材育成に関して，年に一度本社で現場従業員と面談を実施し，全体の指導と個別の指導を
行い，サービスの向上と労務管理に活かす。指導巡回を行い従業員の指導を行うが，改善が見られ
なかった場合は文書による通知を行い再発防止に努めた。

（自己評価）
・利用者数については，前年度と比較して減少したものの。日常的に適切な保守管理を行い，一年
間を通して安定した浴場の管理運営に努めた。
・市立浴場が地域に愛される憩いの場所となるよう，浴場振興のための文化，運動事業に取り組む
ことにより，賑わいの創出に努めた。
・高齢者や障害がある方にとっても利用しやすい浴場とするため，浴場職員による床拭きの徹底や
利用者への声掛けに努めた。

（指定管理者に対する評価）
　市立浴場の指定管理者として３年目の管理運営となったが，適切な保守管理の実施により日々の
安定した浴場運営に努められたと考えている。
　安定した管理運営には，清潔感の保持，向上が必要不可欠であるとの方針の下，環境面，衛生面
への配慮を重視した維持管理業務，故障に対応した設備修繕等を実施された。また，浴場振興とし
て，文化，運動事業を実施することにより，賑わいの創出にも努められた。
　さらに，高齢者や障害のある方々に対するサービスの向上により，利用しやすい浴場となるよう
努められた。
　引き続き，お客様に愛され安心して利用できる浴場となるよう，安定した管理運営に努めてもら
いたい。

ヒアリング形式により利用者から直接話を伺い，意見や要望を集約した。
浴場のクレームについては，現場従業員が対応しその結果を本社へ報告させたが，対応に苦慮する
案件に関しては本社社員が対応した。電話でのクレームは本社社員が対応したうえで，随時，京都
市への報告を行った。


